
 

独立行政法人評価委員会 

 

主管省及び庶務担当部局課 国土交通省 政策統括官付政策評価官 

 電話番号 (03)5253-8807 

ホームページ   

 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s401_dokuritsu01.html 

根 拠 法 令 独立行政法人通則法第 12 条、国土交通省設置法第

６条第２項 

設 置年月日 平成 13 年１月６日 

所 掌 事 務  

1. 独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。 

2. 独立行政法人通則法又は独立行政法人個別法によりその権

限に属された事項を処理すること。 

分科会等 

 ＜分科会＞  

  1. 土木研究所分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人土木研

究所に係るものを処理すること。 

  2. 建築研究所分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人建築研

究所に係るものを処理すること。 

  3. 交通関係研究所分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により



 

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人交通安

全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所及び独立

行政法人電子航法研究所に係るものを処理すること。 

  4. 港湾空港技術研究所分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人港湾空

港技術研究所に係るものを処理すること。 

  5. 教育機関分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人航海訓

練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大

学校に係るものを処理すること。 

  6. 自動車検査分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、自動車検査独立行政

法人に係るものを処理すること。 

  7. 鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構に係るものを処理すること。 

  8. 国際観光振興機構分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人国際観

光振興機構に係るものを処理すること。 

  9. 水資源機構分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により



 

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人水資源

機構に係るものを処理すること。 

  10. 自動車事故対策機構分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人自動車

事故対策機構に係るものを処理すること。 

  11. 空港周辺整備機構分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人空港周

辺整備機構に係るものを処理すること。 

  12. 海上災害防止センター分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人海上災

害防止センターに係るものを処理すること。 

  13. 都市再生機構分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人都市再

生機構に係るものを処理すること。 

  14. 奄美群島振興開発基金分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人奄美群

島振興開発基金に係るものを処理すること。 

15. 日本高速道路保有・債務返済機構分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構に係るものを処理すること。 



 

  16. 住宅金融支援機構分科会 

  （所掌事務）独立行政法人通則法第 12 条第２項の規定により

委員会の権限に属された事項のうち、独立行政法人住宅金

融支援機構に係るものを処理すること。 

＜部 会＞ なし 

委員＜定数＞ 30 人以内（学識経験者） 

 うち常勤 なし 

＜任期＞ ２年 

＜氏名＞ ◎○家田  仁（東京大学大学院工学系研究科教授） 

石田 東生（筑波大学大学院システム情報工学研究

科教授） 

石津 寿惠（明治大学経営学部教授） 

上村多恵子（（社）京都経済同友会常任幹事） 

梶川  融（太陽ＡＳＧ有限責任監査法人総括代表

社員） 

○角 紀代恵（立教大学法学部教授） 

來生    新（放送大学社会と産業コース教授） 

北村 信彦（公認会計士） 

工藤  裕子（中央大学法学部教授） 

○黒田 勝彦（神戸大学名誉教授、神戸市立工業高等

専門学校校長） 

○小林 重敬（東京都市大学教授） 

酒井 正子（帝京大学経済学部教授） 

○佐藤喜子光（地域力創造研究所所長） 

○角  洋一（横浜国立大学大学院工学研究院教授） 

○大聖 泰弘（早稲田大学大学院環境・エネルギー研



 

究科教授） 

○高橋  保（京都大学名誉教授、(財)防災研究協会

理事） 

高山 朋子（東京経済大学名誉教授） 

長沢美智子（弁護士） 

中村 里佳（公認会計士） 

○西川 孝夫（首都大学東京名誉教授） 

○濱田 政則（早稲田大学理工学部教授） 

福井 康子（都市経済研究所取締役） 

○藤野 正隆（東京大学名誉教授） 

○掘田 一吉（慶應義塾大学商学部教授） 

三上  隆（北海道大学大学院工学研究院教授） 

宮下 國生（大阪産業大学大学院経営・流通学研究

科長） 

○村本  孜（成城大学社会イノベーション研究科

長） 

○盛岡  通（関西大学環境都市工学部教授） 

諮問・答申事項等 

国土交通省所管独立行政法人の平成 19 年度業務実績評価（平

20.8.26） 

平成 19 年度に中期目標期間の終了した国土交通省所管独立行

政法人の中期目標評価（平 20.8.26） 

国土交通省所管独立行政法人の平成 19 年度業務実績評価（入札

及び契約の適正な実施についての対応状況について）（平

20.10.31） 

国土交通省所管独立行政法人の平成 20 年度業務実績評価（平成



 

21.8.28） 

平成 20 年度に中期目標期間の終了した国土交通省所管独立行

政法人の中期目標評価（平 21.8.28） 


